
奈
良
・
平
城
宮
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
奈
良
市
佐
紀
町

２
　
調
査
期
間
　
　
第
二
五
〇

。
二
五
九
次
調
査
　
一
九
九
五
年

（平
７
）
四

月
１
九
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部

４
　
調
査
担
当
者
　
代
表
　
町
田
　
章

５
　
遺
跡
の
種
類
　
宮
殿

。
官
衛
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代
―
平
安
時
代
初
期

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

今
回
の
調
査
は
、　
一
九
九
三
年
度
の
第
二
四

一
次
調
査
に
続
き
、
駐
車
場
拡

張
に
伴
う
調
査
で
あ
る
。
調
査
区
は
内
裏
の
東
方
に
位
置
し
、
第
二
二

。
一
人

三

・
二
四

一
次
調
査
区
の
南
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
の
調
査
で
、
酒
甕
を
据
え
た

と
み
ら
れ
る
穴
を
内
部
に
も
つ
建
物

・
井
戸
な
ど
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
や
、
造

酒
司
関
係
の
内
容
を
も
つ
木
簡
や
墨
書
土
器
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
地

区
は
造
酒
司
跡
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る

（奈
良
日
立
文
化
財
研
究
所

『平
城
宮

本
簡
二

（解
説
産

『
一
九
九
三
年
度
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部
発
掘
調
査
概
報
』
、
本
誌
一

六
号
な
ど
を
参
照
）。

調
査
区
は
、
造
酒
司
地
区
の
南
端
部
及
び
そ
の
南
を
東
西
に
走
る
宮
内
道
路

に
あ
た
る
。
検
出
し
た
主
な
遺
構
は
、
掘
立
柱
建
物

一
五
棟
、
門
二
棟
、
築
地

塀
二
条
、
掘
立
柱
塀
九
条
、
溝

一
四
条
、
道
路

一
条
な
ど
で
あ
る
。

造
酒
司
内
の
遺
構
は
三
時
期
に
大
別
で
き
、
今
回
の
調
査
で
も
奏
据
え
付
け

穴
を
伴
う
建
物
を
検
出
し
た
。
ま
た
、
造
酒
司
の
区
画
の
南
限
、
西
限
の
築
地

塀
及
び
南
面
築
地
に
開
く
門

（奈
良
時
代
前
半
の
掘
立
柱
棟
門
を
奈
良
時
代
後
半
に

位
置
を
西
へ
ず
ら
し
て
礎
石
建
ち
八
脚
門
に
建
て
替
え
）
の
位
置
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
こ
の
こ
と
で
造
酒
司
の
南
北
長
が
約

一
二
五
ｍ
と
確
定
し
、
西
面
築
地
と

南
門
の
心
々
距
離
が
奈
良
時
代
前
半
は
約
五
九
ｍ
、
後
半
が
約
五
五
ｍ
で
あ
る

こ
と
が
判
明
す
る
な
ど
、
造
酒
司
の
平
面
規
模
を
考
え
る
上
で
重
要
な
知
見
が

得
ら
れ
た
。
次
に
造
酒
司
の
南
で
は
幅
約

一
五
ｍ
の
宮
内
道
路
Ｓ
Ｆ

一
一
五
人

○
及
び
そ
の
南
側
溝
Ｓ
Ｄ

一
一
大
○
○
、
Ｓ
Ｄ

一
一
六
〇
〇
の
北
肩
を
切
る
土

坑
Ｓ
Ｋ

一
六
七
三
人
、
宮
内
道
路
を
横
切
る
南
北
溝
Ｓ
Ｄ

一
六
七
四
二
、
こ
れ

に
か
け
ら
れ
た
橋
Ｓ
Ｘ

一
六
七
四
三
な
ど
を
検
出
し
た
。

木
簡
は
計
二
九
五
六
点
出
土
し
た
。
造
酒
司
内
で
は
区
画
内
の
西
端
を
南
流

す
る
溝
Ｓ
Ｄ
三
〇
三
五
及
び
Ｓ
Ｄ

一
六
七
三
三
か
ら
各

一
点
が
出
土
し
た
。
宮

内
道
路
部
で
は
道
路
を
横
切
る
南
北
溝
Ｓ
Ｄ

一
六
七
四
二
か
ら
二
七
点

命
つ
ち

削
暦
一
五
点
）、
道
路
南
側
溝
Ｓ
Ｄ

一
一
六
〇
〇
か
ら
二
人
〇
八
点

今
つ
ち
削
婿

三
四
五
九
占
じ
出
土
し
た
ほ
か
、
出
土
遺
構
不
明
の
削
居

一
一
九
点
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
南
北
溝
Ｓ
Ｄ

一
六
七
四
二
は
幅
約
三

・
五
―
四

・
五
ｍ
深
さ
約

○

・
七
ｍ
を
測
る
。
こ
の
Ｓ
Ｄ

一
六
七
四
二
の
北
端
で
は
、
西
か
ら
道
路
北
側

溝
Ｓ
Ｄ

一
六
七
四
五
が
取
り
つ
き
、
北
か
ら
は
造
酒
司
内
の
排
水
を
南
面
築
地

下
を
通
る
木
樋
暗
渠
に
よ
っ
て
南
へ
排
出
す
る
た
め
の
溝
Ｓ
Ｄ

一
六
七
三

一
が
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流
れ
込
ん
で
い
る
。
こ
の
た
め
出
土
木
簡
の
中
に
は
造
酒
司
内
か
ら
流
出
し
て

き
た
も
の
も
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

宮
内
道
路
南
側
溝
Ｓ
Ｄ

一
一
六
Ｏ
Ｏ
は
現
状
で
幅
約
五
ｍ
深
さ
約

一
ｍ
に
及

ぶ
大
規
模
な
滞
で
あ
り
、
西
へ
向
か
っ
て
流
れ
て
い
る
。
溝
の
堆
積
状
況
は
下

層
か
ら
小
礫
混
灰
褐
粗
砂
、
暗
灰
粘
質
上
、
灰
褐
粗
砂
、
暗
茶
灰
粘
質
上
、
茶

灰
粘
質
土
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
暗
灰
粘
質
土
と
灰
褐
粗
砂
中
に
は
場
所

に
よ
り
木
婿
を
多
く
含
む
層
が
み
ら
れ
た
。
木
簡
は
主
と
し
て
暗
灰
粘
質
土
、

灰
褐
粗
砂
、
木
居
層
か
ら
出
土
し
た
。
こ
の
Ｓ
Ｄ

一
一
六
〇
〇
に
つ
い
て
は
今

回
の
調
査
区
の
西
廷
長
部
を
第

一
五
四
次
調
査
で
検
出
し
て
い
る
。
こ
の
調
査

で
も
宝
亀
七
年

（七
七
工○

の
年
紀
を
も
つ
木
簡
な
ど
が
出
土
し
て
い
る

（『平

城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』

一
七
　
一
九
八
四
年
）。
今
回
の
調
査
で
は
主
と

し
て
奈
良
時
代
末
に
あ
た
る
平
城
宮
土
器
編
年
Ｖ
に
属
す
る
土
器
や
、
鳥
形
硯
、

人
形
、
斎
串
、
檜
扇
な
ど
が
出
土
し
た
。
木
簡
の
ほ
か
、
文
字
資
料
と
し
て
墨

書
土
器

（「田
」
「西
」
「西
宅
」
「神
／
西
殿
子
」
「中
衛
」
「御
」
「酒
」
「酒
司
」
「益

頭
」
「四
日
大
風
／
□
廿
七
も

や
、
漆
紙
文
書
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
土
坑
Ｓ
Ｋ

一
六
七
三
人
か
ら
は
絵
馬
が
二
点
出
土
し
た
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

南
北
溝
Ｓ
Ｄ
三
〇
二
五

ω

　

「
＜
丹
後
国
加
佐
郡
□
太
郷
日
川
国
　
　
　
　
（慈
ｙ
］契
卜
ｏ慾

南
北
溝
Ｓ
Ｄ

一
六
七
三
三

〔
野
力
〕

②
　
　
×
鹿
郡
上
郷
三
□
部
□
＜
」
　
　
　
　
　
　
（甍
Ｉ
Ｐ受
『
ｏ毬

②
は
丹
波
国
何
鹿
郡
か
。

南
北
溝
Ｓ
Ｄ

一
六
七
四
二

③

　

「
　
　
　
　
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′

不
能
求
食
□
□
□
□
□
　
　
　
　
　
　
　
（騒
Ｘ
ｅ
ｙ
Ｎ
霞

S Dl1600出土

墨書土器

い
　

。
Ｆ

一回

日
咄
胴
一
一人

閑

兜

［価
ヵ
〕

名

□
　
　
　
　
　
□
銭

一
口
　
　
　
　
　
　
　
ＰＰ受
］睫
∞
目

「
十

一
月

　

　

正

月

　

　

一
一月

　

　

一二
月

　

（吾

×

騨巽

∞

選

「
＜
碁
鉦
扶
国
聖
■
方
鈴
昨
出
乱
叫
躍
官
部
製

４
田
口
＜
」
　

］心
×
含
９
×
ヽ
　
ｏ歯
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「
＜
日
日
日
―十
日
日
」
酢
帥
配
口
□
受
五
斗

員
百
十
四
隻
」

］ｏ∞
×
μ『×
卜
　
ｏ∞∞

０
は
文
書
の

一
部
か
。
年
代
を
示
す
も
の
と
し
て
郷
里
制
下
の
０
が
あ
る
。

宮
内
道
路
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
一
一
六
〇
〇

「主
膳
監
解

申
宿
侍
二
人

鋪
稀
細
府
呂
　
　
　
　
　
」

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十

一
月
十
二
日
秦

一
万
」

∞
］
『
×
∞
『
×
∞
　
ｏ
Ｐ
Ｐ
Ｘ

犀

酪

酢
肥

申

宿
侍

一一一人

簗
米一
願
麻
呂

安
都
都
万
呂

」

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十

一
月
十
三
日
秦

一
万
」

∞ωｏ×
∞Φ×
　ヽ
ｏＰい

「主
馬
署
解
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ｅ
Ｘ
ё
溢

ｏ曽

「御
書
所

宿

壬
生
塩
代
　
　
五
月
十
二
日
」

「
　
　
　
『
阿
刀
綴
良
』
　
　
　
　
　
　
　
」

］『受
Ｐ巽
ヽ
目

「奈
良
宮
返
抄
　
　
網
□
　
　
　
　
　
　
　
（≦
×
含
∀
⇔
露

〔件
ヵ
〕

「

　

　

　

　

　

　

　

　

小

錫

一

升

　

　

い
か
ヽ
」
！

Ｅ

ｆ

　

岳

許

許

―

縫
　
御
服
所
請
鯵
亀
ぜ
的
隻
　
祓
唯
離
敏

螂
膀
騨
翻

「綾
所
請
醤
錫
漆
合

人
七
口
料

四
月
十
日
別
当
物
マ
弟
益
」

「
『行
少
属
三
嶋
大
調
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

］岸Φ×
∞］×
∞　
ｏＰＰＸ

「御
贖
所
請
柏
拾
把
　
　
五
月
十
三
日
酒
部
宅
継
」

「
『行
　
林
浦
海
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

］『ｏ×
∞ｏ×
∞　
ｏμＰＸ

「御
贖
所
相
廿
把

蟻
朝
肝
旺
畑
勝
　
　
　
　
　
　
」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『ロ
ョ
』
（削
り
残
し
」］∞伽

×
］卜
×
嗚
　
ｏＰμ

「
人
輪

所
請

〔騨
ド

藻
弐

升

官
人
御

工
料

ハ
月
四
日
」

鶴
受

∞貿

卜

冨

＊

「
人
給

所
請

堅
魚

煎
言

合

御
羮
料

□

月
十

日

「
『□
□
五□
配
囃
肝
□
□
回
文
□
一醒
酢
酔
ヵ〕

一
貫
五
百
片
五
文
　
　
　
　
　
　
　
』

（］卜の）×
（いい）×
畔　
Φ∞解

「人
給
所
請
荒
炭
二
斗

煮
骨
料
　
相
六
把
ｏ
」

「
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

三

月

廿

六

日

０

」

岸
Φ
受

］
睫

∞

目

「宣
所
請
如
件

已
上
四
人
日
料
依
命
婦
」

五
月
十
二
日
勝
安
麻
呂

別
当
史
生
阿
閑
　
」

∞
］
ｏ
×
∞
Ｎ
×
∞
　
ｏ
Ｐ
ド
Ｘ

安
倍
藤
子

l181    11り
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「Ｒ
人
給
所
日
川
□

「
　
口
国

「内
作
物
所

⑪

・解
郁
否
器
参
治
詭
ヵ〕

・
同
国
　
合
器
参
拾
□
口
　
　
　
　
　
　
　
（憲
ｋ
ｅ
Ｘ
］
霞

〔漆
ヵ
〕

「国
主
為
用
　
御
料
替
請
　
　
　
　
　
　
　
（Ｓ
Ｘ
こ
溢

ｏ驚

名
蹄
豹
一附
Ｊ
螂
附

回□口
と

片
肥
Ｍ

〔
回口

日□
∴
合
冊
和五
日
　
絲
一帥
　
御
部
姐
咽

哩

・
『回
　
充
国
助
』
　

一二
月
十
八
日
高
橋
毛
人
麻
呂
　
　
　
」

（］∞
〇
）
×
（βり
）
×
∞
　
ｏ
∞
拌

□
所
請
飯
四
升
半

『混
混
□

ロ
ヒ

□
□
□
□
　
恥
鮒
剛
□
回
□
□

」
　
　
　
　
（］釦伽）×
（Ｐφ）×
］
ｏ∞Ｐ

「令
史
曹
司〔鴎
酔
ビ

ヨ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

』

（同

一
文
字
ノ
習
書
）

（μじ

Ｘ

Ｏ

か

ｏ鎌

「泉
遣
使
請
塩
■
■

彼
充
魚
登
料

五
月
十
七
日
栗
前
福
足
」

「砲
♂
遁
一鐸
章
撃
昔場報継』母
推
目

（重
書
）

叢「
閑
卓
為
笠
釣
岬
告
　
眩
肇
物
料
　
　
五
月
十
日四
日
」

「
　
　
　
『史
生
斌
壮
垣
鞘
』
　

　

　

　

　

洋
益
撰
ヽ
ヨ
・

「
ｏ
圭げ
催
とτ
半
鶉
競
技
耕
峡
途
所ヽ
縮
如
件

、
ミ
ミ
　
　
　
　
五
月
七
日
　
　
　
　
」

「
。
　
ユ
蜘
路
ゲ
一
げ
一を
辞
侑
　
　
′ゝ‐、ツ
媚
聖
一
一‥ヽ‐‐歯粥
』
一『理
干
Ｗ
」
　
離

雨
×
∞］×
∞　
ｏＰｐキ

６

Φ
）
×

含

］
）
×

卜
　

ｏ
伽
い

ぐ

じ

×

］
Φ
×

］

ｏ
牌
Φ

切

　

。
「

圭
調
飯

弐

升

日

下

マ
伊

加

輪

ヵ
〕

人

月

十

一
日
」

「請
飯
弐
升
服
橋
□

。「請
食
二
升
趾
酌隊酔

〔足
ヵ
〕

Ｌ
得
籠
幣
御
回

。
「請
折
櫃
壱
合
　
銃
形
陸
×

。
「　
　
　
　
　
行
史
生
回
□
同
国

国
助
　
　
　
　
　
　
」

］
い
⇔
×

嗚
ｏ
×

ヽ
　

ｏ
Ｐ
牌

（
Ｐ
〕
『
）
×
］
∞
×
］
　
Φ
解
Φ

（
薫

ｅ

ｘ

含
９

×
∞
　
ｏ
欝

含
⇔
卜
）
×
］
Φ
×

Ｐ
　
ｏ
∞
】
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詢嘴蛯
唯噺
‐‐土帥十
九
日
財盤

。四三叩故一輸朝薩
〔口姐
上４汁
四
口

［×
□
］

「
□

日
国
　
一二
月
十
三
日
　
高
橋
毛
人
麻
呂

（］
伽
〕
）
×
］
卜
×
牌
　
ｏ
∞
岸

口

凹

片
佐
良
廿

「衛
士
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∽

　

延
暦

∽

　

寮
飯
九
半
一一万
廿
□
□

⑫
　
　
四
月
五
日

『
国
助
』

∽
　
　
五
日
中
宮
女
〔醜
己

年
紀
の
記
載
と
し
て
は
、
⑬
の
宝
亀
四
年

（七
七
一こ
、
∞
の
天
平

一
四
年

（七
四
一
じ
、
①
の

（宝
亀
ヵ
）
四
年
、
⑩
の
廷
暦
元
年

（七
人
一
じ
、
∞
の
延
暦

二
年
、
い
の
延
暦
三
年
、
側
の
□
亀
四
□
、
∞
の
廷
暦
が
み
え
る

（こ
？
つ
ち
、

木
簡
昨
成
年
を
示
す
こ
と
が
明
白
な
も
の
は
①
∞
い
の
み
）。
な
お
、
働
に

「関
十

一

月
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
が
存
在
す
る
年
は
奈
良
時
代
で
は
霊
亀
二
年
、
天
平
七

年
、
宝
亀
四
年
だ
け
で
あ
る
。
天
平

一
四
年
の
も
の
だ
け
が
突
出
し
て
古
い
が
、

出
土
位
置
が
南
北
溝
Ｓ
Ｄ

一
六
七
四
二
が
北
か
ら
合
流
す
る
地
点
よ
り
西
、
す

な
わ
ち
下
流
で
あ
り
、
北
か
ら
流
れ
て
き
て
混
入
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が

あ
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の

一
点
を
除
外
し
て
考
え
る
と
、
他
は
奈
良
時
代
末
か

ら
長
岡
京
遷
都

（延
暦
三
年
一
一
月
）
直
前
の
年
紀
を
示
し
、
他
の
遺
物
の
年
代

観
と
矛
盾
し
な
い
。

内
容
を
み
る
と
全
体
と
し
て
文
書
木
簡
の
割
合
が
高
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る

が
、
こ
の
文
書
木
簡
は
さ
ら
に
内
容
上
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
第

一
の
も
の
は
、
春
宮
坊
に
対
し
て
被
管
官
司
か
ら
出
さ
れ
た
解
で
あ
る

（①
⑪

ω
）。
③
①
は
い
ず
れ
も
主
膳
監
か
ら
の
宿
直
報
告
、
⑩
は
主
馬
署
の
解
で
あ

る
が
、
複
数
の
被
管
官
司
の
解
が
み
え
る
の
で
、
こ
れ
ら
は
春
宮
坊
本
体
か
ら

廃
棄
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
奈
良
時
代
末
の
皇
太
子
と
し
て
は
他
戸

・
山
部

（後
の
桓
武
天
皇
▼

早
良
の
三
親
王
が
い
る
が
、
比
定
に
つ
い
て
は
な
お
検
討

を
要
す
る
。
但
し
、
⑩
に
み
え
る

「大
原
史
魚
次
」
が
宝
亀
七
年
三
月
二
五
日

春
宮
坊
写
経
所
送
文

（『大
日
本
古
文
圭
屋

〔編
年
文
圭
邑

一
三
一十
六

一
七
）
に
自

署
す
る
別
当
主
兵
署
首
大
原
魚
次

（『大
日
本
古
文
書
」
は

「首
」
を

「正
」
に
書

き
直
し
た
と
解
す
る
が
恐
ら
く
は
逆
）
と
同

一
人
物
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
山
部

親
王

（宝
亀
四
年

〔七
七
一邑

立
太
子
、
天
応
元
年

〔七
八
こ

即
位
）
の
春
宮
坊

で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

第
二
の
も
の
と
し
て
、
「所
」
な
ど
か
ら
の
食
料

・
食
膳
具
請
求
文
書
が
あ

る
。
典
型
的
な
例

（⑭
的
働
な
ど
）
で
は
日
下
に
請
求
す
る
側
の

「所
」
の
別

当
な
ど
の
名
が
記
さ
れ
、
裏
面
に
こ
の
請
求
に
対
し
四
等
官
、
史
生
な
ど
が
判

令
行
」
の
表
記
も
あ
る
）
を
加
え
、
決
裁
を
行
な

っ
て
い
る
。
な
お
、
⑬
は

「縫
御
服
所
」
が
管
下
の
四
人
の
女
性
に
支
給
す
る
た
め
の
魚
を
請
求
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
裏
面
に
四
等
官
の
判
は
な
い
。
あ
る
い
は
本
文
中
に
命
婦
の
宣

に
よ
り
請
求
す
る
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
判
が
必
要
な
か
っ
た
の
か
も

知
れ
な
い
。

さ
て
、
こ
の
四
等
官
が
所
属
す
る
官
司
は
、
判
官
、
主
典
の
表
記
が

「進
」

「属
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
職
ク
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
ω
に

判
を
加
え
て
い
る

「林
浦
海
」
は

『続
日
本
紀
』
延
暦
四
年
六
月
幸
巳
条
に
皇

〇
〇
Ｐ
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后
宮
少
属
と
し
て
み
え
、
的
に
み
え
る

「少
進
安
倍
」
は
同
日
条
の
皇
后
宮
少

進
安
倍
広
津
麻
昌
と

一
致
す
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の

「所
」
は
桓

武
天
皇
の
皇
后
藤
原
乙
牟
漏

（廷
暦
二
年
四
月
一
八
日
立
后
）
の
皇
后
宮
職
の
下

部
組
織
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
木
簡
群
は
複
数
の

「所
」
か
ら
の
文
書

を
含
ん
で
い
る
た
め
、
皇
后
宮
職
本
体
あ
る
い
は
そ
の
中
の
食
料
担
当
部
局
か

ら
廃
棄
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
食
料
請
求
木
簡
は
判
の

な
い
も
の
も
含
め
、
皇
后
宮
職
の
下
部
組
織
か
ら
の
請
求
文
書
で
あ
る
と
考
え

て
よ
か
ろ
う
。

次
に
、
こ
の

一
群
の
食
料
請
求
木
簡
か
ら
指
摘
で
き
る
点
を
列
挙
し
た
い
。

ま
ず
、
こ
れ
ら
の
文
書
か
ら
、
先
述
し
た
通
り
官
司
内
に
お
け
る
食
料
請
求
、

支
給
事
務
を
復
原
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
関
し
て
言
え
ば
、
⑭
的
い
の

よ
う
に
、
本
文
の

一
部
や
判
の
部
分
を
抹
消
し
て
い
る
例
や
、
師
の
よ
う
に
数

量
の
部
分
に

「封
」
と
重
ね
書
き
し
て
い
る
例
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
が
事
務
手

続
き
の
中
で
ど
の
段
階
で
行
な
わ
れ
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
食
料
支
給

事
務
が
完
了
し
た
時
点
で
再
利
用
を
防
ぐ
た
め
に
な
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
例
は
請
求
物
品
が
塩

・
宇
奴
汁

（不
明
）
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
食

料
の
請
求
か
ら
支
給
に
至
る
事
務
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
資
料
で
あ
る
。

第
二
点
目
と
し
て
、
皇
后
宮
職
の
下
部
組
織
と
し
て
の
様
々
な

「所
」
の
存

在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
食
料
を
請
求
し
て
い
る

「所
」
を
み
る
と
、
①
の

「縫
御
服
所
」
、
⑭
の

「綾
所
」
、
⑮
ｍ
の

「御
贖

所
」
、
⑫
ｌ
の
の

「人
給
所
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
側
に
は

「泉
遣
使
」

が
み
え
る
。
ま
た
、
「所
」
の
名
を
明
記
し
な
い
も
の
も
多
数
存
在
す
る
が
、

こ
の
う
ち
側
①
働
旬
に
は
日
下
に
署
名
し
た
り
食
料
な
ど
を
充
て
ら
れ
て
い
る

「国
助
」
な
る
人
物
が
共
通
し
て
み
え
、
ま
た
食
器
を
請
求
あ
る
い
は
進
上
す

る
①
側
の
日
下
に
は
い
ず
れ
も

「高
橋
毛
人
麻
呂
」
の
名
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
こ
れ
ら
は
同

一
の
部
局
に
関
わ
る
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
⑬

に

「御
郭
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
主
た
る
皇
后
の
直
近

で
奉
仕
す
る
部
局
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
ほ
か
の

「所
」
と
し
て
、
ω
の

「御
書
所
」
、
側
の

「内
作
物
所
」
が

あ
る
。
但
し
、
⑪
は
宿
直
報
告
文
書
で
あ
り
、
他
の
主
膳
監
解
と
同
様
に
春
宮

坊
に
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た

「内
作
物
所
」
に
つ
い
て
は
、
他
の

「所
」
に
は

「内
」
の
表
記
が
な
い
の
に
対
し
、
こ
れ
だ
け

「内
」
と
断
っ
て

お
り
、
こ
れ
は
内
裏
の
作
物
所
を
皇
后
宮
職
の

「所
」
と
区
別
す
る
た
め
か
も

し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
は
皇
后
宮
職
管
下
の

「所
」
か
ら
は
除
外
し
た

い
。い

ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
か
ら
は
様
々
な

「所
」
の
名
が
知
ら
れ
、
皇
后
宮

職
の
下
部
機
構
の
具
体
像
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
来
、
皇
后
宮
職
の
研
究

は
、
正
倉
院
文
書
に
豊
富
な
史
料
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
光
明
皇
后

の
そ
れ
に
集
中
し
て
い
た
が
、
今
回
の
調
査
で
新
た
な
史
料
が
得
ら
れ
た
意
義

は
大
き
い
。
な
お
ｍ
に
み
え
る

「内
作
物
所
」
が

『西
宮
記
』
巻
人
、
所
々
事

に
記
載
の
あ
る
内
裏
の
作
物
所
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
作

物
所
の
初
見
史
料
と
な
る
。
平
安
宮
出
上
の

「内
酒
殿
」
の
木
簡

（本
誌
五
一



頁
）
と
と
も
に
内
裏
周
辺
に
展
開
し
た
「所
」
の
研
究
に
資
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

皇
后
宮
に
関
連
し
て
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
衛
士
に
夕
食
を
支
給
す
る
文
書

∞
の
ほ
か
、
衛
府
に
関
わ
る
内
容
を
持
つ
削
婿
⑫
ｌ
∞
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
皇

后
宮
を
衛
府
が
警
備
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
資
料
で
あ
る
。

次
に
貢
進
物
付
札
に
つ
い
て
は
、
西
海
道
以
外
の
畿
内
六
道
に
わ
た
っ
て
国

名
が
み
え
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
中
で
も
、
参
河
の
贄
⑩
や
伊
豆
の
堅
魚
∞

の
付
札
が
み
え
る
こ
と
、
讃
岐
の
も
の
が
四
点
と
多
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

但
し
、
米
の
付
札
の
中
に
は
南
北
溝
Ｓ
Ｄ

一
六
七
四
二
の
上
流
に
あ
る
造
酒
司

内
か
ら
流
出
し
た
も
の
が
混
入
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

最
後
に
今
回
の
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
を
廃
棄
し
た
機
関
の
位
置
に
つ
い
て

触
れ
て
お
き
た
い
。
春
宮
坊
関
係
の
木
簡
が
出
土
し
た
こ
と
で
、
奈
良
時
代
末

に
春
宮
坊
が
今
回
の
調
査
区
の
近
く
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
か
つ
て

平
城
宮
東
南
隅
を
調
査
し
た
第
三
二
次
調
査
で
、
宮
内
の
排
水
の
た
め
の
南
北

溝
Ｓ
Ｄ
三
四

一
〇
、
宮
南
面
外
堀
か
つ
二
条
大
路
北
側
溝
で
あ
る
Ｓ
Ｄ

一
二
五

〇
、
宮
東
面
外
堀
か
つ
東

一
坊
大
路
西
側
溝
で
あ
る
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
な
ど
か
ら

今
回
の
も
の
と
類
似
す
る
木
簡
が
出
土
し
、
ま
た
、
第
三
二
次
調
査
区
の
北
方

に
あ
た
る
第

一
〇
四
次
調
査
区
で
も
、
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
の
上
流
部
に
あ
た
る
と

考
え
ら
れ
る
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
三
二
三
六
か
ら
同
様
の
本
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
Ｓ
Ｄ
三
四

一
〇

・
四
九
五

一
。
三
二
三
六
な
ど
の
上
流

す
な
わ
ち
北
方
に
春
宮
坊
が
所
在
す
る
こ
と
を
推
定
し
た
が

（『平
城
宮
木
簡
三

（解
説
送

一
九
八
一
年
）、
今
回
の
調
査
で
そ
の
可
能
性
が
さ
ら
に
高
ま
っ
た
。

し
か
し
、
具
体
的
に
春
宮
坊
に
比
定
し
得
る
建
物
の
遺
構
は
検
出
さ
れ
て
お
ら

ず
、
そ
の
位
置
は
今
後
の
調
査
の
成
果
を
待
っ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
藤
原
乙
牟
漏
の
皇
后
宮
職
関
係
の
木
簡
が
出
土
し
た
こ
と
で
、
皇
后

宮
職
の
少
な
ぐ
と
も

一
部
の
機
関
が
今
回
の
調
査
区
の
近
く
に
あ
っ
た
こ
と
が

窺
え
る
。
ち
な
み
に
、
『平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
�
』
全

九
九
一
年
）
で
、
光

仁
天
皇
の
皇
后
井
上
内
親
王
や
桓
武
天
皇
の
皇
后
藤
原
乙
牟
漏
の
宮
は
内
裏
内

部
に
営
ま
れ
た
と
推
定
し
た
が
、
奈
良
時
代
末
の
皇
后
宮
の
あ
り
方
に
つ
い
て

は
、
皇
后
の
居
所
と
皇
后
宮
職
の
曹
司
と
の
関
係
も
視
野
に
い
れ
て
考
察
を
深

め
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
春
宮
坊
関
係
木
簡
と
皇
后
官
職
関
係
木
簡
が
共
伴

し
た
こ
と
の
意
味
も
、
今
後
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

な
お
、
宮
内
道
路
南
側
溝
Ｓ
Ｄ

一
一
六
〇
〇
か
ら
は
漆
紙
文
書
も

一
点
出
土

し
た
の
で
こ
こ
で
付
言
す
る
。×

□
十
二

×得

一
町

一
段
百
八
十

損
二

得
九
段

〔
伍
ヵ
〕

×
□
拾
参
歩

×
段
伯
廿
参
歩

×
□

拾
津

歩

僻
一一頭

一
百

五
±

一

×
拾
伍

歩

僻
一一ぼ

五
段 〔
□ 一

≧

×
線
二
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本
文
書
は
、
漆
付
着
面
を
外
側
に
四
ツ
折
に
し
て
廃
棄
さ
れ
て
い
た
が
、
展

開
す
る
と
直
径
約

一
六
師
の
円
形
に
復
原
で
き
る
。
大
き
さ
、
縁
辺
部
の
形
状

か
ら
み
て
、
漆
液
を
大
き
な
容
器
か
ら
取
り
分
け
て
パ
レ
ッ
ト
と
し
て
用
い
た

皿
ま
た
は
杯
状
の
土
器
の
蓋
紙
で
あ
ろ
う
。
墨
痕
は
オ
モ
テ
面

（漆
の
付
着
し

て
い
な
い
面
）
に
六
行
、
五
二
文
字
確
認
で
き
る
。
行
間
は
二

・
一
卿
、
字
の

大
き
さ
は
本
文
で
約

一
・
○
卿
―
〇

・
八
帥
四
方
、
双
行
部
で
約
○

。
九
伽
四

方
で
あ
る
。
縦
横
の
界
線
が
確
認
さ
れ
る
が
、
界
幅
は
現
状
で
は
測
定
が
困
難

で
あ
る
。
本
文
は
楷
書
体
で
大
数
字
を
、
双
行
部
は
行
書
体
で
小
数
字
を
用
い

る
。
界
線
の
存
在
、
楷
書
体

・
大
数
字
の
使
用
、
宮
域
内
か
ら
の
出
土
、
な
ど

の
条
件
か
ら
、
国
か
ら
の
京
進
文
書
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
な
お
、
表
面
に
は
茶

褐
色
の
方
格
状
を
呈
す
る
幅
約
二
ｍ
の
線
が
認
め
ら
れ
る
。
大
き
さ
、
形
状
か

ら
み
て
国
印
の
印
影
の

一
部
と
し
て
矛
盾
は
な
い
が
、
顕
微
鏡
及
び
Ｘ
線
に
よ

る
観
察
に
よ
っ
て
も
こ
こ
に
顔
料
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
検
討
に
課

題
を
残
す
。
ま
た
、
紙
背
の
状
況
は
不
明
で
あ
る
。

内
容
は
田
積
を
列
記
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
下
に
双
行
で

「損
」
（損
田
）
「得
」

（得
田
）
の
内
訳
を
記
す
。
得
田
は
町
段
歩
単
位
で
田
積
を
記
す
が
、
損
田
は

コ
正

「
三
」
の
み
し
か
記
載
が
な
く
、
損
率

全
一分
二
三
分
）
の
意
味
で
あ
ろ

う
。
な
お
、
ニ
ー
四
行
日
の
得
田
積
が
三
六
歩
の
整
数
倍
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
注
意
さ
れ
る
。
現
存
す
る
帳
簿
の
中
で
は
、
天
平

一
二
年
遠
江
国
浜
名
郡
輸

租
帳

（『大
日
本
古
文
圭
屋

〔編
年
文
垂
邑

二
十
一
一五
人
）
の
損
戸
の
爽
名
部
が
類
似

し
た
形
態
と
内
容
を
も
ち
、
廷
喜
主
税
式
租
帳
条
の
記
載
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

本
文
書
は
租
帳
と
し
て
の
要
件
は
満
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、　
一
応

租
帳
様
文
書
と
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
本
文
書
は
得
田
積
を
基
準

に
記
載
し
て
い
る
点
で
損
田
積
を
基
準
と
す
る
他
の
例
と
異
な
り
、
ま
た
、
浜

名
郡
輸
租
帳
で
は
損
日

・
得
田
積
が
二
四
歩
の
整
数
倍
で
、
田
租

一
束
あ
た
り

の
田
積
が
計
算
の
基
準
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
本
文
書
が
三
六
歩
を
基
準

と
し
て
い
る
と
す
る
と
田
租
計
算
上
整
数
値
に
な
ら
ず
、
租
帳
と
し
て
は
不
自

然
な
点
も
あ
る
た
め
、
な
お
検
討
を
要
す
る
。

本
文
書
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
京
都
大
学
の
鎌
田
元

一
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

９
　
関
係
文
献

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『奈
良
回
立
文
化
財
研
究
所
年
報

一
九
九
六
』

（
一
九
九
七
年
刊
行
予
定
）

同

『
一
九
九
五
年
度
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部
発
掘
調
査
概
報
』
盆

九
九
六

年
）同

『平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
三
二

（
一
九
九
六
年
）

（古
尾
谷
知
浩
）
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